
◇障害者雇用促進のために

地域で連携した取り組みをご紹介します◇
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今回は、特別支援学校と障害福祉サービス事業所とが連携した障害者雇用の促進イベントの

ご紹介です。

長崎県立佐世保特別支援学校と佐世保地区で障害者の就労支援を行っている事業所の団体で

ある佐世保地区障がい者就労支援協議会の共催で「長崎県北地区就労促進フォーラムｉｎ佐世保

201７＆佐世保市就労支援ネットワーク会議」が開催されます。

参加申し込み等のお問い合わせは、下記へ

お尋ねください。

長崎県立佐世保特別支援学校

〒858-0911 佐世保市竹辺町810番地

TEL  ０９５６－４７－５913

担当：宮崎(教頭)・井上(進路指導主事)

「長崎県CSR通信」◆電話095-895-2455

FAX095-823-５082
発行 平成2９年11月１０日 長崎県福祉保健部障害福祉課

☆バックナンバーは

長崎県ＣＳＲ通信 検 索

～教育の現場である特別支援学校と障害福祉サービス事業所が連携した取り組み～

日 時 平成２９年１２月１日（金）１３：００～１６：４５

場 所 長崎県立佐世保特別支援学校
佐世保市竹辺町８１０番地 ＴＥＬ：0956-47-5913

内 容 ♦実践報告「佐世保特別支援学校の進路指導について」
佐世保特別支援学校 進路指導主事 井上 英一

♦施設見学（各部の説明）
♦講 演「固定観念を変えてみませんか？」

～ダイバーシティ経営こそ、地方で生きる残る道～
講師：大分デバイステクノロジー株式会社

代表取締役 安部 征吾 氏

♦グループ討議
テーマ「障がい者の良さと働き方について」

♦参加人数 １００名程度

♦参 加 費 無料
※但し、事前のお申し込みが必要ですので、県立佐世保特別支援学校の
ホームページをご覧いただくか下記の問い合わせ先までご連絡を
お願いいたします。

平成26年1月20日、日本は障害者に関する初めての国際条約「障害者権利条約」を締結し、
これにより、「障害者雇用促進法」が改正されました。さらに、平成28年4月1日に「障害者
差別解消法」が施行され、障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供が義務付けられ、
平成30年4月1日からは、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加されるようになり
ます。これを踏まえて、県北地域における障害者雇用の実状や雇用に繋げるための支援等に
ついて、一般の方々のご理解とご協力をいただき、障害のある方の社会参加のために共に考え
ていくことを目的に開催されます。

【安部 征吾氏プロフィール】
大分デバイステクノロジー株式会社 代表取締役
（業種は半導体関連事業等。1995年より障害者雇用
開始。障害者の受入研修の実施。）大分県中小企業家
同友会大分支部理事・障がい者問題委員長


